
 

養老町商工会便
◇小規模事業者持続化補助金の公募について 

■持続化補助金（一般型） 

【補助上限額及び補助率】 

通常枠 50万円   

インボイス特例対象事業者は 50万円上乗せ 

賃金引上げ特例対象事業者は 150万円上乗せ 

(両特例対象者は、200万円上乗せ) 

いずれも補助率 2/3(賃金引上げ枠の内赤字事業者は 3/4） 

【補助対象事業】 

販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う

業務効率化（生産性向上）の取組みである事。 

 

■持続化補助金（創業型） 

【補助上限額及び補助率】 

創業枠 200万円 

・インボイス特例対象事業者は 50万円上乗せ 

【補助対象事業】 

販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う

業務効率化（生産性向上）の取組みである事。 

【申請要件】 

「特定創業支援事業による支援」を受けた日 

及び開業日（設立年月日）が公募締切時から 

起算して過去 1年の間である事。 

 

＜申請受付締切＞ 

申請受付開始:2026年 3月 6日(金) 

事業支援計画書発行締切：2026年 4月 16日(木) 

事業期間：採択・交付決定日～ 

2027年 6月 30日（水）まで 

 

【申請方法】 

電子申請システムでのみ受付となります。 

電子申請システムを利用するにはＧビズＩＤ

プライムもしくはＧビズＩＤメンバーのアカ

ウント取得が必要です。未取得の方はお早めに

利用登録を行ってください。 

商工会では、申請に必要な経営計画の作成の

お手伝いをしておりますのでお問い合わせく

ださい。尚、計画書作成には時間がかかりま

すので、早めの取り組みをおすすめします。 

 

◇確定申告・消費税申告指導を実施 

2月 1日から 3月 16日までの間、個人の申告

者の「確定申告・消費税申告」の個別相談指導

を実施しました。 

商工会に相談に来られ、1 年間の事業成果を

申告され「所得税確定申告書」を提出した方は

177 人、また「消費税確定申告書」を提出され

た方は 71 人でした。養老町商工会は e-tax の

普及を推進しています。 

 

◇岐阜フードプレップス２０２６のご案内 

本格的な販路開拓に向けて、商品を「売場に

フィットさせる」ための基礎を身につける実践

型のプログラムです。テスト販売を通じて、市

場ニーズとのズレを把握し、商品を整えます。

本格的な販路開拓に向けて準備を整えたい方

のご参加をお待ちしています！ 

【事業内容】 

食品表示チェックを行った後、1 回目のテスト

販売から商品評価を行い、個別指導を行いなが

ら、2 回目のテスト販売にて再検証し、課題解

決・販路開拓の基礎力の育成等を行う事業です。 
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【テスト販売会場】 

大野屋商店 武蔵小杉東急スクエア店 

「楽しくて美味しい食」をテーマに、神奈川県

内にスーパーマーケットを４店舗、食のセレク

トストアを３店舗運営。 

【事業対象者】小規模事業者（食品） 

（試作段階の商品、商品を改良したい事業者さ

んにおすすめです） 

【募集定員】先着 10事業者 

【申込期限】2026年 4月 30 日（木）まで 

事業の詳細や申込方法等は養老町商工会まで

お問合せください。 

 

◇マル経資金をご利用ください 

商工会の経営指導を受けている小規模事業

者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無

保証人でご利用できる制度です。 

下記のような時にご相談ください。 

□運転資金を必要とするとき 

□新しい機械を増やしたいとき 

□お店や工場を改装したいとき 

□その他金融についてのご相談 

資金使途 運転資金 設備資金 

融 資 額 2,000 万円以内 

返済期間 
7 年以内 

（据置 1 年以内） 
10 年以内 

（据置 2 年以内） 

利 率 2.40%（R8.3.2現在） 

その他 
ご利用にあたっては商工会会長の
推薦が必要です。 

 

◇雇用保険料率のご案内  

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用

保険料率は以下のとおりです。 

負担者 

 

 

事業の 

種類 

1. 

労働者 

負担 

2. 

事業主 

負担 

1＋2 

雇用 

保険料率 

一般の 

事業 
5 

/1,000 

8.5 
/1,000 

13.5 
/1,000 

農林水産・ 

清酒製造 

の事業 

6 
/1,000 

9.5 
/1,000 

15.5 
/1,000 

建設の 

事業 
6 

/1,000 

10.5 
/1,000 

16.5 
/1,000 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

3.2 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.3 女性部役員会（商工会館） 

外国人受入事業外部監査（商工会館） 

3.4 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.6 青年部役員会（商工会館） 

確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.9 確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.10確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.11確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.13確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.16確定申告個別指導・税理士（商工会館） 

3.18～19 外国人受入事業定期監査（各事業所） 

3.27青年部・女性部合同講演会（商工会館） 

 

◇参加した主な会議等 

3.12 県連理事会（OKBふれあい会館） 

3.13 西濃地区連絡協議会会長会議 

（クインテッサホテル） 

3.26 県連臨時総会（OKBふれあい会館） 

 

◇今後の予定 

4.15 女性部監査役員会(商工会館) 

4.21 商工会監査(商工会館) 

 青年部総会(商工会館) 

4.22 女性部総会(商工会館) 

4.27 商工会三役会・理事会(商工会館) 

   

商工会では「経営相談・支援」や「税務相談・

経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販路開拓

支援」「取引・販路開拓支援」「労務支援」「専門

家派遣支援」「IT 支援」「補助金書類作成支援」

など皆様のご相談に応じた支援を行っていま

す。 

 

発行：養老町商工会 

TEL:32-0549 FAX：32-2862 

E-mail：yourou@ml.gifushoko.or.jp 

URL：http://yoroshokokai.net/ 

 

mailto:yourou@ml.gifushoko.or.jp

